
平成１７年(ワ)第４２０４号  特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年１０月２４日
                判        決
    原　　　　　　告　 有限会社かわら技研
    訴訟代理人弁護士　 谷口由記
                       田村展靖
                       冨田典良
　　訴訟代理人弁理士　 渡邉三彦
    被　　　　　　告　 株式会社鶴弥
    訴訟代理人弁護士　 後藤昌弘
                       川岸弘樹
    訴訟代理人弁理士　 松原等
                主        文
        １　原告の請求をいずれも棄却する。
        ２　訴訟費用は原告の負担とする。
                事実及び理由
第１　請求の趣旨
  １　被告は，別紙物件目録(1)ないし(3)記載の防災平板瓦を製造し，販売しては
ならない。
  ２　被告は，原告に対し，４１００万円及びこれに対する平成１７年５月１９日
から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  ３　訴訟費用は被告の負担とする。
  ４　第１項及び第２項につき仮執行宣言
第２　事案の概要
    　本件は，後記特許権を有する原告が，被告の製造販売する瓦は同特許権に係
る特許発明の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，①同特許権に基づき，
その製造販売の差止め，②同特許権侵害の不法行為に基づき，原告が被った合計４
１００万円の損害賠償及びこれに対する平成１７年５月１９日（本件訴状送達の日
の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求
した事案である。
  １　前提事実（争いがないか弁論の全趣旨により認められる。）
    (1)　原告は，下記の特許権の特許権者である。
      （以下，この特許権を「本件特許権」といい，同特許権に係る特許発明を
「本件発明」という。また，本件発明の特許出願の願書に添付された明細書を「本
件明細書」という。）
　　　　発明の名称　係止耐風厚平形瓦
　　　　出願日　　　平成１４年９月２５日
　　　　出願番号　　特願２００２－２７８９９２
　　　　分割の表示　特願平６－２２６３３９の分割
　　　　原出願日　　平成６年９月２１日
　　　　公開日　　　平成１５年４月９日
　　　　公開番号　　特開２００３－１０５９２６
　　　　登録日　　　平成１６年１０月２２日
　　　　特許番号　　特許第３６０８０５４号
　　　　特許請求の範囲　桟覆部と差込受部との同段葺き合わせ部分がほぼ瓦１枚
の厚さに納まる葺き合わせ構造をとる厚平形系瓦において，差込受部の頭部側端に
水返しにより導水帯と分離され，かつ瓦裏面とほぼ同じレベルの表面を有する係止
受部を形成し，尻部側の中央付近に尻切欠部を形成してこの上面部分に瓦表面より
高い裏面部分を有する係止突起を形成してなる瓦であって，葺き合わせたとき斜め
下段側瓦の係止突起が斜め上段側瓦の係止受部を抑止し振れ止め係止することを特
徴とする係止耐風厚平形瓦。
    (2)　本件発明は，次のとおり分説される。
      Ａ　桟覆部と差込受部との同段葺き合わせ部分がほぼ瓦１枚の厚さに納まる
葺き合わせ構造をとる厚平形系瓦において，
      Ｂ　差込受部の頭部側端に水返しにより導水帯と分離され，かつ瓦裏面とほ
ぼ同じレベルの表面を有する係止受部を形成し，
      Ｃ　尻部側の中央付近に尻切欠部を形成してこの上面部分に瓦表面より高い
裏面部分を有する係止突起を形成してなる瓦であって，



      Ｄ　葺き合わせたとき斜め下段側瓦の係止突起が斜め上段側瓦の係止受部を
抑止し振れ止め係止する
      Ｅ　ことを特徴とする係止耐風厚平形瓦。
    (3)　被告は，商品名を「スーパートライ１１０タイプⅠ」，「スーパートライ
１１０タイプⅡ」，「スーパートライ１１０タイプⅢ」という３種類の瓦を製造販
売している（以下順に「イ号物件」，「ロ号物件」，「ハ号物件」といい，これら
を総称して「被告物件」という。）。
      　被告物件はいずれも本件発明の構成要件Ａ及びＥを充足する。
  ２　争点
    (1)　被告物件の構成
    (2)　被告物件は本件発明の技術的範囲に属するか。
      ア　構成要件Ｂの
        (ア)　「差込受部の頭部側端に…係止受部を形成」との要件について
        (イ)　「瓦裏面とほぼ同じレベルの表面を有する係止受部」との要件につ
いて
      イ　構成要件Ｃの「尻切欠部」との要件について
      ウ　構成要件Ｄの「葺き合わせたとき斜め下段側瓦の係止突起が斜め上段側
瓦の係止受部を抑止し振れ止め係止する」との要件について
    (3)　本件特許権に係る特許は特許無効審判により無効とされるべきものか（特
許法１０４条の３の抗弁）
    (4)　損害額
第３　争点に関する当事者の主張
  １　争点(1)（被告物件の構成）について
    【原告の主張】
    　被告物件の構成は，別紙物件目録(1)ないし(3)（以下，「原告物件目録」と
総称する。）記載のとおりである。
    【被告の主張】
    　被告物件の構成は，別紙イ号物件目録（被告提出），同ロ号物件目録（被告
提出），同ハ号物件目録（被告提出）（以下，「被告物件目録」と総称する。）記
載のとおりである。
  ２　争点(2)ア(ア)（構成要件Ｂの「差込受部の頭部側端に…係止受部を形成」と
の要件）について
    【原告の主張】
    (1)　本件発明の係止受部の位置について，特許請求の範囲には差込受部の「頭
部側端」と記載されてはいるが，ここにいう「頭部側端」の意義は，厳密に瓦の頭
部のラインの側端を意味するものではなく，それより若干尻側に寄った位置を含む
概念である。すなわち，本件発明においては，斜め上段側瓦Ｚ１の係止受部２ｃが
斜め下段側瓦Ｚの尻切欠部８内の係止突起３ｃ下方に装入され，同係止突起３ｃが
斜め上段側瓦Ｚ１の係止受部２ｃを抑止することから，構造上必然的に上段側瓦Ｚ
１と下段側瓦Ｚとの重なり部分ができる。そして，この重なり部分を広くとると，
すなわち係止受部が尻部側に寄りすぎると，上段側瓦と下段側瓦の重なり部分が多
くなって，結果的には多くの瓦が必要となり不経済となって好ましくなくなり，逆
に頭部側に寄りすぎると瓦の重なり部分が狭くなって，瓦の使用枚数が少なくなる
ものの，雨水が瓦の重ね部分から屋根裏へ漏れる恐れが生ずることになり，瓦の機
能を果たさなくなる。したがって，本件発明では，このバランスを上手にとるよう
にして，係止受部の位置が頭部側端から頭尻側方向へ最適の位置にくるように設け
られている。このために構造上必然的に係止受部は厳密に瓦頭部ラインより若干尻
側に寄った部分に位置することになるが，本件発明においてはそれを「頭部側端」
と記載しているのである。
      　被告物件では，原告物件目録のとおり，差込受部の頭部側端より少し尻側
の側方に係止受部を形成しているが，上記観点からすれば，本件発明の係止受部２
ｃと同じ実質的に同じ位置にあるといえ，構成要件Ｂの「差込受部の頭部側端に…
係止受部を形成し」との要件を充足する。
    (2)　これに対し被告は，被告物件の係止受部は，３方の水返しによって導水帯
と分離され，したがって，一側方と上方の２方向にのみ開口した係止受部であるの
で，本件発明のような３方向に開口した係止受部とは異なり，後方からの差込みに
よっては係止しないと主張する。
      　しかしまず，被告物件のこの３方の水返しによって導水帯と分離されて２



方向にのみ開口した係止差込部は，特開昭６３－１３０８４９公報（甲７の補３）
に記載されている公知の技術であり，被告が生み出した技術ではない。
      　また，本件発明は，係止突起を係止受部に差し込む時に，尻部側から頭部
側方向への差込みのみならず，横方向からの差込みが可能となり，瓦施工時の作業
範囲が拡大し，作業能率が向上する利点を有しているのに対して，被告物件は，係
止突起を係止受部に差し込む時に，一側方からの差込みによってのみ係止し，後方
からの差込みによっては係止し得ないとしても，抑止及び振れ止めという効果を奏
する点において変わりはないから，被告物件は本件発明の技術的範囲に属するもの
というべきである。
    (3)　仮に被告物件が構成要件Ｂの「差込受部の頭部側端に…係止受部を形成」
との要件を文言上充足しないとしても，均等が成立する。
      ア　本件発明特有の解決手段を基礎付ける技術思想の中核をなす特徴的部分
は，上段瓦の係止受部が下段瓦の係止突起によって係止されることであり，係止受
部を導水帯と区分する水返しが２方か３方かの違いは上記課題解決の技術的特徴と
は直接関係がなく，したがって，その相違部分は特許発明の非本質的部分である。
      イ　本件発明は水返しが２方であるが，これを３方のものに置き換えたとし
ても，本件発明の目的である上段瓦の係止受部を下段瓦の係止突起により係止させ
るという目的を達成することができ，同一の作用効果を奏する。
      ウ　被告物件の３方の水返しによって導水帯と分離されて２方向にのみ開口
した係止受部は，前記特開昭６３－１３０８４９公報（甲７の補３）に記載されて
いる公知の技術にほかならず，当業者であれば，被告物件の製造等の時点におい
て，容易に想到できた。
      エ　被告物件は，本件発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者
がこれから同出願時に容易に推考できたものではない。
      オ　被告物件の前記構成が本件発明の特許出願手続において特許請求の範囲
から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情はない。
    【被告の主張】
    (1)　本件発明にいう「頭部側端」は文字どおり頭部の側端であり，前側端（エ
ンド）の位置を意味している。これに対し被告物件では，被告物件目録記載のとお
り，係合差込部が設けられているのは「頭部側端を残してそれよりも尻側に位置す
る途中部」であり，より具体的には，頭部の側端よりも尻側へ，イ号物件で約４
㎝，ロ号物件で約１．５㎝，ハ号物件で約３．５㎝の各範囲には係合差込部のない
一般の差込部を設け，さらにその尻側に位置する途中部に係合差込部を形成してい
る。したがって，被告物件は，本件発明の構成要件Ｂの「差込受部の頭部側端に…
係止受部を形成し」との要件を文言上充足しない。
    (2)　また，本件発明の係止受部は，「頭部側端」に形成されることから，２方
の水返しにより導水帯と分離され，したがって前方と一側方と上方の３方向に開口
した係止受部である。そして，このことから本件発明では，係止受部が，係止突起
に対して，一側方からの差込みによる係止と，後方からの差込みによる係止との両
方が可能である。
      　これに対して被告物件の係合差込部は，「途中部」に形成した係合差込部
であることから，３方の水返しにより導水帯と分離され，したがって一側方と上方
の２方向にのみ開口した係止受部である（前方には開口していない）。このため，
被告物件では，係合差込部が係合凸部に対して一側方からの差込みによってのみ係
合でき，後方からの差込みによっては係合できない。
      　したがって，本件発明と被告物件とは作用効果上の相違があり，この点か
らも被告物件は，本件発明の構成要件Ｂの「差込受部の頭部側端に…係止受部を形
成」との要件を文言上充足しない。
    (3)　原告は均等の主張をするが，次のとおり均等は成立しない。
      ア　本件発明では，本件明細書の【００１０】の記載に照らし，「頭部側端
に形成」された係止受部２ｃが振れ止め係止に重要な部分であるから，被告物件の
「途中部に形成」との相違点が本件発明の本質的部分ではないとはいえない。
      イ　本件発明と被告物件とでは，上記(2)記載の作用効果上の相違があるか
ら，本件発明の「頭部側端に形成」を，被告物件の「途中部に形成」と置き換えて
も特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を奏するとはいえない。
  ３　争点(2)ア(イ)（構成要件Ｂの「瓦裏面とほぼ同じレベルの表面を有する係止
受部」との要件）について
    【原告の主張】



    　被告物件は，原告物件目録の〔Ａ－Ａ断面図〕に示すとおり，瓦裏面とほぼ
同じレベルの表面を有する係止受部を具備している。また，被告物件目録の図面に
おいても，ロ号物件とハ号物件の【Ａ－Ａ断面図】は，瓦裏面とほぼ同レベルの表
面を有する係合差込部（係止受部）を具備していることを示している。イ号物件の
【Ａ－Ａ断面図】は，ロ号物件及びハ号物件に比較すると，レベルの一致度合いが
よくないものの，同様にほぼ同じレベルの範囲内に収まっている。
    　したがって，被告物件は，本件発明の構成要件Ｂの「瓦裏面とほぼ同じレベ
ルの表面を有する係止受部」との要件を充足する。
    【被告の主張】
    　被告物件目録の【Ａ－Ａ断面図】，【上記のＡ－Ａ断面図の部分拡大図】に
補助線を付して示したとおり，被告物件の係合差込部の表面のレベル（図中の赤
線）は，いずれも瓦裏面のレベルとは異なる。したがって，被告物件は，本件発明
の構成要件Ｂの「瓦裏面とほぼ同じレベルの表面を有する係止受部」との要件を充
足しない。
  ４　争点(2)イ（構成要件Ｃの「尻切欠部」との要件）について
    【原告の主張】
    (1)　「切欠」とは，「広辞苑」によれば，「①部材接合のため切り取った部
分。②水量測定のため，堰板から切り取った長方形または三角形の部分。ノッチ。
③材料力学において，材料の縁（へり）に局部的にできたへこみ部。ノッチ。」の
３通りの意味が記載されている。そして，ノッチ（notch）とは，「岩波新英和辞
典」によれば「①Ｖ字形の切込み（くぼみ）。②刻み目。③隘路，峽谷。④階段，
程度。」の４通りの意味が記載されている。これらからみて，本件発明の「切欠」
とは，その技術分野の技術常識に鑑みれば，部材接合のため切り取った部分ではな
いことが明白であり，「材料の縁（へり）に局部的にできたへこみ部」と解釈する
のが適切である。
    (2)　また，本件明細書及び図面には，「尻切欠部」に関して，次の記載があ
る。
          ①　「尻部側の中央付近に尻切欠部を形成してこの上面部分に瓦表面よ
り高い裏面部分を有する係止突起を形成してなる瓦であって」（特許請求の範囲の
前記構成要件Ｃ，【００１０】）
          ②　「係止受部２ｃは尻切欠部８内係止突起３ｃ下方に装入され」
（【００１０】）
          ③　【図１０】ないし【図１４】，特に【図１３】及び【図１４】
      　これらのうち，まず①の「尻切欠部を形成してこの上面部分」ということ
から，「尻切欠部」に上面部分があることになる。「尻切欠部」は空間であるので
現実には物体との境界面である係止突起３ｃの裏面部分が上面部分に相当する。し
たがって，「尻切欠部」は係止突起３ｃの裏面部分より下側空間を指していること
になる。
      　次に，②は，「尻切欠部８内で且つ係止突起３ｃ下方に係止受部２ｃが装
入され」という意味であるから，「尻切欠部８」の内部には係止受部２ｃが装入さ
れる程度の空間がなければならないことになる。また，その係止受部２ｃが装入さ
れる程度の空間は，係止突起３ｃ下方でなければならない。
      　さらに，【図１０】，【図１１】，【図１２】，【図１４】から明らかな
ように，「尻切欠部８」の引出線は，瓦の尻部側の中央付近表裏を貫通する部分と
共に係止突起３ｃの裏面部分より下側空間をも示している。そして，【図１３】，
【図１４】によく現れているように，瓦表面と該瓦表面より高い係止突起３ｃの裏
面部分との間の尻切欠部８内に係止受部２ｃが装入されて斜め上方に位置する瓦Ｚ
１が係止されるのである。
      　以上のように，本件明細書及び図面全体を通じて体系的に解釈すれば，
「尻切欠部」の意味は，別紙「尻切欠部概略図」（原告）の斜線で示すように，係
止突起３ｃの裏面部分の下側空間を指すものであると解すべきである。
    (3)　このような「尻切欠部」は，係止突起を形成する瓦の製造工程において，
型の原料であるやわらかい粘土を形崩れしないように維持しつつ係止突起を形成す
るために下方から支える型枠によって必然的に生ずる形状であり，型枠の形状によ
って，「へこみ部」が深くなれば本件発明の実施例のように表裏を貫通したものに
なり，「へこみ部」が浅ければ被告物件のように浅い凹部となるのであって，いず
れも係止突起を形成する際に型枠によって必然的に生ずる形状である点において共
通したものである。



    (4)　以上によれば，被告物件の「尻切欠部」は，原告物件目録の背面図，斜視
図及び〔Ｂ－Ｂ断面図〕によく表われているように，凹部となっているが，このよ
うな被告物件の尻切欠部は，「材料の縁（へり）に局部的にできたへこみ部」が浅
く凹んだ形状になっただけのもので，本件発明の構成要件Ｃの「尻切欠部」の要件
を充足する。
    【被告の主張】
    　原告は，本件発明の特許出願手続中で提出した意見書（乙１）において，
「本件発明の「尻切欠部８」は，瓦の製造時において，尻部側の中央付近に瓦表面
より高い裏面部分を有する係止突起３Ｃを粘土の状態で形成する際にその裏面部分
を支える型枠によって必然的に生ずる切欠部である。もし，この型枠がなければ，
係止突起３Ｃは形状を維持できず形成されない。」と主張している。この主張に基
づいて本件発明の係止突起の形成方法を図示すると，別紙「尻切欠部概略図」（被
告）のようになる。すなわち，同図（ａ）のとおり，型枠が，瓦の尻端面よりも頭
部側へ入り込んだ部位を，下から上へ貫通して係止突起の裏面部分を支えるもので
あるからこそ，同図（ｂ）のように脱型する際にその型枠によって瓦に「必然的に
生ずる」切欠こそが尻切欠部であるというのであるから，本件発明の「尻切欠部」
は「尻端面から頭部側へ向かって切り欠かれて上下に貫通する」ものというべきで
ある。
    　これに対し，被告物件は，上記のような，尻端面から頭部側へ向かって切り
欠かれて上下に貫通する尻切欠部を具備していない。なお，被告物件には，別紙
「尻切欠部概略図」（被告）の（ｃ）に示すような浅い緩やかな凹みが見られる
が，この凹みが上記のとおりの尻切欠部に当たらないことは明らかである。この浅
い緩やかな凹みは，前後に駆動される丸棒状の押圧成形部によって係止凸部の差込
空間が形成される際に，押圧成形部の下端湾曲面が瓦の上面を僅かに摺ってできた
ものにすぎず，この下端湾曲面による凹みがなければ係止凸部を形成することがで
きないというものではない。
    　したがって，被告物件は，本件発明の構成要件Ｃの「尻切欠部」との要件を
充足しない。
  ５　争点(2)ウ（構成要件Ｄの「葺き合わせたとき斜め下段側瓦の係止突起が斜め
上段側瓦の係止受部を抑止し振れ止め係止する」との要件）について
    【原告の主張】
    (1)　本件発明において，葺き合わせたときの斜め下段側瓦の係止突起が斜め上
段側瓦の係止受部を抑止し振れ止め係止する状態が本件明細書添付図面の【図１
２】及び【図１３】に開示されており，原告物件目録の〔使用状態図〕に開示され
ているところを比較すると，両者は全く同一の構成である。
    (2)　被告は，第１に，被告物件の係合差込部（係止受部）は２方向にのみ開口
しているので，後方（尻部側）からの差込みによっては係止し得ないと主張する。
確かに，本件発明は３方向に開口しているので後方（尻側）からの差込みは可能で
ある。このことは，被告物件のほうがその分だけ施工の制限を受けるデメリットを
有しているだけのことであって，同じ係止であることに何ら変わりはない。
      　被告は，第２に，被告物件は３方の水返しがあるので前後方向（頭尻方
向）のずれを防止できるのに対し，本件発明は２方だけの水返しであるので前方向
（頭部側方向）のずれを防止できないと主張するが，水返しは水が係止受部に入ら
ないように区切るために設けられたものであるから，係止受部の下流側（頭部側）
に水返しを設けていない本件発明のような２方の水返しであっても，何ら不都合は
ないのである。また，仮に何らかのメリットがあったとしても，被告物件の３方の
水返しは，先に原告の特許出願により公知となった技術と同じであり，本件発明と
の差異を主張できるものではない。　以上のことから，被告が主張する被告物件と
本件発明の構成要件Ｄとの差異は何ら根拠がない。
    【被告の主張】
    (1)　本件発明の構成要件Ｄにいう「係止」とは，前記のとおり頭部側端で前方
と一側方と上方の３方に開口した係止受部が，係止突起に対して，一側方向からの
差込みによる係止と，後方からの差込みによる係止との両方が可能であることを意
味する。
      　また，本件発明の構成要件Ｄにいう「振れ止め」とは，上記係止時の一側
方向とは反対の他側方向へのずれ（振れ）を止めること，かつ，係止突起の後の端
面が後方の水返しに当接して上段側瓦の前方向のずれ（又は相対的に見て下段側瓦
の後方向のずれ）のみを止めるが，係止受部が前方に開口していることから，上段



側瓦の後方向のずれ（又は相対的に見て下段側瓦の後方向のずれ）は止められない
ことを意味する。
    (2)　これに対し，被告物件における「係合」は，争点(2)ア(ア)における被告
の主張のとおり，途中部で一側方と上方の２方にのみ開口した係合差込部が，係合
凸部に対して，前記一側方からの差込みによってのみ係合するというものであっ
て，後方からの差込みによっては係合し得ない。したがって，かかる「係合」は本
件発明の構成要件Ｄの「係止」とは異なる。
      　また，被告物件における「振れ止め」は，前記係合時の一側方向とは反対
の他側方向へのずれを止め，かつ係合凸部の前後２つの端面が前記３方のうちの前
後２方の水返しに択一的に当接して前後両方向のずれを止めるというものである。
したがって，かかる前後両方向の「振れ止め」が，本件発明の構成要件Ｄの上段側
瓦の前方向のずれ（又は相対的に見て下段側瓦の後方向のずれ）防止という片方向
だけの「振れ止め」とは異なる。
      　したがって，被告物件は本件発明の構成要件Ｄの「葺き合わせたとき斜め
下段側瓦の係止突起が斜め上段側瓦の係止受部を抑止し振れ止め係止する」の要件
を充足しない。
  ６　争点(3)（特許無効）について
    【被告の主張】
    　本件発明は，公知文献である特開昭６３－２５５４５２号公報（乙１１）及
び特開昭６３－１３０８４９号公報（乙１２）に記載された発明に基づいて容易に
発明することができたから，本件発明に係る特許は，特許法１２３条１項２号，２
９条２項により，特許無効審判において無効とされるべきものである。
    【原告の主張】
    　被告の主張は争う。
    　乙第１１号証には本件発明の構成要件Ｂ及びＣが記載されていない。また，
乙第１２号証には本件発明の構成要件Ｂ，Ｃ及びＤが記載されていない。そして，
乙第１１号証は並列葺きの瓦についての発明であり，乙第１２号証は千鳥葺きの瓦
についての発明であるから，両者を組み合わせることは実際上できない。また，仮
に乙第１１号証の発明を千鳥葺きの瓦に適用することができたとしても，乙第１２
号証は本件発明とは構成及び作用効果が異なることから，それらから本件発明を容
易に発明することができたとはいえない。
  ７　争点(4)（損害額）について
    【原告の主張】
    (1)　被告は，平成１６年１０月２２日から平成１７年４月２２日までの間，被
告物件を合計１８００万枚（月間製造販売枚数は各１００万枚×３種類×６か月）
を１枚当たり代金１００円で販売した。
      　原告が本件発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額は少なくと
も１枚当たり２円を下らないから，原告は，被告に対し，特許法１０２条３項に基
づき，被告物件の販売について自己が受けた損害として，実施料相当額合計３６０
０万円の賠償を請求する権利を有する。
    (2)　原告は，被告に対する本件特許権侵害訴訟の追行を専門家である原告訴訟
代理人らに委任したものであり，その着手金及び報酬は，被告の本件特許権侵害行
為と相当因果関係にある損害であり，その額は合計５００万円とするのが相当であ
る。
    【被告の主張】
      　争う。
第４　当裁判所の判断
  １　争点(2)ア(ア)（構成要件Ｂの「差込受部の頭部側端に…係止受部を形成」と
の要件）について
    (1)　原告は，原告物件目録における被告物件の「係止受部」が本件発明の「係
止受部」に相当すると主張しているところ，同物件目録によれば，被告物件の「係
止受部」は，頭尻方向に延びる差込受部の頭部側の端部から若干（被告の主張によ
れば約１．５㎝ないし約４㎝）尻側に寄った位置に設けられており，この「係止受
部」の更に頭部側に水返しと導水帯が設けられている。そして，この点は，被告物
件目録における「係合差込部」についても同様である。
      　このような被告物件における「係止受部」ないし「係合差込部」が，本件
発明の構成要件Ｂの「差込受部の頭部側端」に形成されたとの要件を充足するかを
検討する。



    (2)　この点についてまず，本件発明の特許請求の範囲における「差込受部の頭
部側端」との文言を見る限りでは，ここにいう「頭部側端」とは，Ａ：差込受部の
頭部端部分の側端の意味（これによれば，係止受部の更に頭部側には何も存在しな
いことになり，係止受部は頭部方，側方及び上方の３方向に開放されていることに
なる。）に理解することが自然ではある。しかし，「頭部」の意味の理解次第で
は，Ｂ：差込受部の頭部端を含む頭部側寄りの部分の側端の意味（これによれば，
係止受部の更に頭部側に導水帯や水返しが設けられてもよく，係止受部は側方と上
方の２方向に開放されていれば足りることになる。）にも理解することも可能では
ある。
    (3)　そこで次に本件明細書（甲２）の記載を検討する。
      　本件明細書の「産業上の利用分野」の項では，「この発明は，瓦の差込受
部の頭部側に抑止（注：係止の誤記と認める。）受部を，尻部側に係止突起を設け
て，瓦のずれと浮きを防止する構造に関する。」（【０００１】）とあって，係止
受部の位置が抽象的に記載されているにすぎない。また，「実施例」の項では，
「差込受部Ｕの頭部Ｔ側端に水返し６により導水帯１と分離して瓦裏面とほぼ同じ
レベルの表面を有する係止受部２ｃを形成し」（【００１０】）とあるのみで詳し
い記述はなく，【図１０】では，係止受部が差込受部の最も頭部側寄りの部分の側
端に設けられている例が示されている。そして，他に本件明細書において係止受部
の位置について言及されている箇所は存しない。
      　これらの本件明細書の記載からすると，係止受部の位置として本件明細書
で具体的に開示されているのは前記Ａの態様のものに限られているから，上記特許
請求の範囲の文言の自然な理解を併せ考慮すると，「頭部側端」の意義を前記Ａの
ように理解するのが素直である。
    (4)　さらに，本件発明の出願経過の点から検討する。
      ア　後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
        (ア)　特許庁審査官は，平成１５年１１月１４日，本件発明の特許出願に
対し，２つの理由を示して拒絶理由通知をしたが，そのうちの理由Ｂは，本件発明
は，出願当時の公知文献（乙１１，１２）から当業者が容易に発明することができ
たものであるというものであった（乙８）。
        (イ)　これに対し原告は，平成１６年６月７日，意見書を提出し，前記理
由Ｂについて意見を述べたが，その中に次のような記載がある（乙１）。
            「引用文献２の凹欠部１は，第４図（３）によく現れているように，
瓦の頭部－尻部方向に下向きに形成された欠切形状を有するため，これに嵌入する
係止突起２ａの先端の小突起３ａは，尻部側から頭部側方向への一方向からの差し
込みによってのみしか係合できない。
            　これに対して，本願発明の係止突起３Ｃは，〔図１３〕〔図１４〕
によく現われているように，その裏面が瓦の表面より高い位置にあり，しかも，係
止突起３Ｃの頭部から尻部側方向へは開放貫通し，しかも尻部側の一方向側も開放
しているため，尻部側から頭部側方向への差し込みのみならず横方向からの差し込
みが可能となるので，瓦施工時の作業範囲が拡大し，作業能率が向上する利点があ
る。」
        (ウ)　本件発明は，この意見書の提出後に特許査定された。
      イ　上記ア(イ)の意見書の記載は，直接には本件発明の「係止突起」の技術
的意義について述べたものであり，本件発明においては，拒絶理由通知の引用文献
２と異なり，係止突起が「その裏面が瓦の表面より高い位置にあり，しかも，係止
突起３Ｃの頭部から尻部側方向へは開放貫通し，しかも尻部側の一方向側も開放し
ている」という構成を有することから，「尻部側から頭部側方向への差し込みのみ
ならず横方向からの差し込みが可能となる」という作用効果を奏すると述べたもの
である。しかし，本件発明では，「係止受部２ｃは尻切欠部８内係止突起３ｃ下方
に装入され」る（本件明細書【００１０】）ものであるから，上記意見書で述べら
れた本件発明の作用効果のように，「尻部側から頭部側方向への差し込み」が可能
となるためには，係止突起が前記のような構成であることに加え，係止受部の頭部
側が開放されていることが必要であり，また「横方向からの差し込み」が可能とな
るためには，係止受部の側方が開放されていることが必要となる。このように，上
記意見書の記載は，係止受部の位置が前記Ａの態様のものであることを前提に，そ
れと係止突起の構成を組み合わせることによって奏する作用効果を本件発明の作用
効果として主張したものと認めるのが相当である。
    (5)　以上の諸点を考慮すると，本件発明の構成要件Ｂの係止受部が「差込受部



の頭部側端」に形成されているということの意味は，係止受部が差込受部の頭部端
部分の側端に形成され，頭部方，側方及び上方の３方向に開放されていること（前
記Ａ）をいうと解するのが相当である。
      　この点について原告は，係止受部の位置については，上段瓦と下段瓦の重
なり部分をバランスよくとるために，瓦の厳密な頭部ラインより若干尻側に寄った
部分に位置するのが構造上の必然であり，瓦の厳密な頭部ラインに沿って設けられ
る必要はないと主張する。しかし，この主張は，係止受部の位置が瓦の流水面の頭
部ラインに対する関係で若干尻側に寄るのが必然的であるとの限度では合理性を有
するといえるが，係止受部が頭部方に開放されていなくともよいことを何ら理由づ
けるものではない。
      　また原告は，係止受部が側方と上方にしか開放されていない構成は甲第７
号証の「補３」により「凹部７」として開示されており，公知技術であるから本件
発明の技術的範囲に含まれると主張する。しかし，同文献中の「凹部７」が本件発
明の「係止受部」に相当するものか否かの点を措くとしても，そもそもある構成が
公知技術であることとそれが本件発明の技術的範囲に属するか否かとは別の問題で
あるから，原告の主張は採用できない。
      　そうすると，前記のような被告物件における「係止受部」ないし「係合差
込部」は，原告の主張する被告物件の構成によっても，被告の主張する被告物件の
構成によっても，本件発明の構成要件Ｂの「差込受部の頭部側端に…係止受部を形
成し」との要件を文言上充足しないというべきである。
    (6)　また，この要件について原告は均等の主張もする。
      　しかし，被告物件では，係止受部の頭部方が開放されていないことから，
原告が前記意見書で主張した「尻部側から頭部側方向への差し込みのみならず横方
向からの差し込みが可能となる」との本件発明の作用効果を奏しない。したがっ
て，本件では，作用効果の同一性がないため，原告の均等の主張は成り立たないと
いうべきである。
      　この点について原告は，被告物件においても，上段瓦の係止受部を下段瓦
の係止突起により係止させるという目的を達成することができるから，同一の作用
効果を奏すると主張する。しかし，本件発明がこの作用効果に加え，上記のような
「尻部側から頭部側方向への差し込みのみならず横方向からの差し込みが可能とな
る」との作用効果を奏するものであることは原告が前記意見書で主張したところで
あり，本件発明はその意見書の提出を受けて特許査定を受けたものであるから，本
件発明と被告物件との構成の作用効果の同一性を検討するに当たり，同意見書記載
の作用効果を無視することは許されないというべきである。したがって，原告の上
記主張は採用できない。
      　したがって，原告の均等の主張は理由がない。
    (7)　以上より，被告物件は，その余の構成要件充足性について判断するまでも
なく，本件発明の技術的範囲に属しない。
  ２　よって，原告の本件請求は，その余の点について判断するまでもなく理由が
ないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
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